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協会けんぽの保険料率改定 

 (PCA Dream21) 
 

Ⅰ．保険料率の引き上げ 

全国健康保険協会（協会けんぽ）の健康保険料率が、平成23年3月分保険料（平成23年4月納付分）
から、全国平均で9.50％に引き上げられます（現在全国平均9.34％）。 
※ 保険料率は都道府県ごとに異なります。 

また、介護保険料率が、平成23年3月分保険料（平成23年4月納付分）から、全国一律で1.51％に引
き上げられます（現在全国一律1.50％）。 
 

Ⅱ．改定への対応方法 

今回の改定は、現在のプログラムで保険料率の変更をすることにより対応できますので、新しいプ
ログラムの発送はありません。 
料率の変更方法は、次項をご覧ください。 

なお、健康保険組合にご加入のお客様は、加入されている組合へ保険料率をお問い合わせください。 
 

Ⅲ．保険料率の変更方法 

※ ［料率］を使用せず、社員ごとに健康保険料・介護保険料を直接入力している場合は、以下の操作
は不要です。「前準備」－「従業員給与情報の登録」にて、各社員に新しい健康保険料・介護保険
料を入力してください。 

 
 
◆ 料率変更の実施時期 ◆ 
平成23年3月分保険料を徴収する時期により異なります。 
例1）3月分保険料を3月給与で徴収する場合は、3月給与処理をはじめる前（2月給与処理終了後）

に行います。 
例2）3月分保険料を4月給与で徴収する場合は、4月給与処理をはじめる前（3月給与処理終了後）

に行います。 
≪ご注意≫ 3月に賞与を支給される場合は、新しい保険料率で保険料を徴収します。 

 
 
 
◆ 料率変更の操作方法 ◆ 
以下の操作の前に、必ずデータのバックアップを実行してください。 
 
① 「前準備」－「法定情報の登録」を起動します。 

※ ［健保＋介護保険料表示］にチェックマークが付いているか確認します。付けない場合、円
未満端数処理を別々に行うため、協会けんぽの料額表の金額と一致しないことがあります。 
 

② ［健康保険］と［健康保険＋介護保険］の［被保険者負担］及び［事業主負担］欄に新しい保
険料率を入力します。 
 
 東京都の場合  
▶ ［健康保険］の［被保険者負担］及び［事業主負担］欄を［47.40 / 1000］へ変更します。 
▶ ［健康保険＋介護保険］の［被保険者負担］及び［事業主負担］欄を［54.95 / 1000］へ
変更します。 
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※ 健康保険の内訳を表示している場合、特定保険料率は［18.10 / 1000］、基本保険料率は健
康保険料率から特定保険料率を控除した料率になります。 

※ 健康保険組合にご加入の場合は、その組合より通知された保険料率に変更してください。 
※ 賞与の保険料率も同様に変更してください。 

 
 

③ 変更後、［操作］－［健保厚年料額表］をクリックして保険料を確認します。 
 

④ 確認後、［OK］ボタンをクリックして［健保厚年料額表］を閉じ、［登録］または［履歴登録］
を実行します。 
※ 履歴期間（使用期間）を作成しない場合や既に履歴期間を作成済みの場合は［登録］を実
行します。 

※ 履歴期間（使用期間）を作成する場合は、［履歴登録］を実行します。［履歴登録］実行時
の［更新基準日］は新料率を適用する日付を入力します。 
 

⑤ 「前準備」－「従業員給与情報の登録」を起動し、［社会保険］タブにて社員の保険料（健康保
険料または健保＋介護保険料）を確認してください。 
なお、④で［履歴登録］したときは、［操作］－［参照基準日の変更］で更新基準日以降を指
定した後、社員（従業員）を選択し、［社会保険］タブにて保険料を確認してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


